
  平成 18 年 11 月  
 
 

 お 得 意 様 各 位  
 
                                大 伸 化 学 株 式 会 社 
                           
                                      
 

改正労働安全衛生法施行への対応について 
 
 

拝啓 貴社益々御盛栄の事お喜び申し上げます。 
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、2003 年 7 月に国連において「化学品の分類および表示に関する世界調和シス

テム（Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals：
GHS）が、世界的な完全実施目標を 2008 年に置くことが決議されました。また、APEC
（アジア太平洋経済協力委員会）では、実施目標を前倒しして 2006 年に置かれました。 

この GHS の決議に伴い改正労働安全衛生法が 2005 年 11 月 2 日に公布され、2006
年 12 月 1 日から施行されることになりました。 

大伸化学株式会社では法順守に従い、この労働安全衛生法改正に対応した製品ラベル

を順次実施して参ります（先ずは、単一製品の石油缶から実施致します。）ので、しばら

くの間は新ラベルとの混同が発生致しますが、諸事情をご理解頂きたく、お知らせ致し

ます。 
また、化学物質等安全データシート（ＭＳＤＳ）におきましては平成 22 年 12 月 31

日までの期間は、従来の書式での作成が認められております。製品ラベルの対応が完了

次第、ＭＳＤＳにつきましても順次、ＧＨＳ対応の書式に変更してまいります。 
尚、ご不明な点などございましたら、各営業担当者までご照会下さいますよう、お願

い申し上げます。 
ご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。 
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